
経営革新事例１（事例紹介に先だって）

「経営革新事例シリーズ」連載にあたって 

～ 中小企業経営革新計画承認企業の事例紹介～

大阪府商工労働部商工振興室経営支援課長

１．はじめに 

　今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を支援するため、平
成11年７月、「中小企業経営革新支援法」が施行されました。大阪府におきま
しても同法に基づく「経営革新計画」の承認を行ってきましたが、同法に関す
る相談、問合せが多くあり、また、より多くの中小企業の皆様に同法を利用し
ていただくため、同計画の承認企業の取り組みを紹介することといたしまし
た。  
  今回はまず、「中小企業経営革新支援法」の概要と大阪府における承認状況
等についてご紹介します。 

２．中小企業経営革新支援法とは 

(1) 制定の経緯 

　これまで、既存の中小企業に対する支援は、大企業との生産性
格差を是正し、コスト競争力の強化を図るものが中心でしたが、
経済環境の変化に対応して高付加価値化や市場指向性の向上に対
する支援が必要となってきました。  
　こうした既存中小企業の経営革新支援の法律としては、これま
で中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法があり
ましたが、中小企業近代化促進法は、商工組合や社団法人による
業種を対象とした構造改善対策を行うもので、個々の企業が独自
に取り組む事業に対しては支援が行われませんでした。また、支
援策についても、コスト競争力を強化するための設備近代化を中
心としたものでありました。  
  一方、中小企業新分野進出等円滑化法は、個別企業を対象として
いるものの、その範囲は、製造業等四業種に属し、かつ生産額が
減少している中小企業に限定されていました。  
  しかしながら、中小企業の今日的な経営課題に対応するために
は、個々の中小企業が創意工夫をもって新たな事業活動に取り組
み、経営の向上を図ることを重点的に支援することが重要である
ため、これらの法律を発展的に統合した中小企業経営革新支援法
が、平成11年３月31日公布され、平成11年７月２日に施行されま
した。
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中小企業近代化促進
法   
（業種を対象に設備
の近代化やスケール
メリットを追及） 

中小企業新分野進出
等円滑化法  
（支援対象が限定）

経営革新支援法  
（全業種を対象に経
営革新を幅広く支
援）

(2) 法律の特徴 

　中小企業経営革新支援法の特徴としては、概ね以下の５点を挙
げることができます。 

ア　全業種での経営革新を幅広く支援

   今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営
革新（新たな取り組みによる経営の向上）を全業種
にわたって幅広く支援します。　

イ　承認の対象となる経営革新計画の内容

   新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上
に大きく資するものであり、概ね、以下の４種類に
分類されます。 

(ア) 新商品の開発又は生産  
(イ) 新役務の開発又は提供  
(ウ) 商品の新たな生産又は販売の方式の
導入  
(エ) 役務の新たな提供の方式の導入その
他の新たな事業活動

   このような「新たな取り組み」については、多様な
ものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、
個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれ
ば、既に他社において採用されている技術・方式を
活用する場合についても原則として承認対象としま
す。ただし、業種毎に同業の中小企業（地域性の高
いものについては同一地域における同業他社）にお
ける当該技術の導入状況を判断し、それぞれについ
て既に相当程度普及している技術・方式等の導入に
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

ついては承認対象外といたします。  
   また、設備の高機能化や共同化が依然として大きな
経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同
化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービ
ス供給効率を向上するための取り組みも承認対象と
します。  
   更に、事業活動全体の活性化に大きく資する生産や
在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上
のための取り組みについても、広い意味での商品の
新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等
として承認対象とします。  
   承認にあたっては、大阪府、国の地方機関等が、申
請内容に沿って承認すべきか否か判断することとな
ります。  
   なお、経営革新計画が公序良俗に反する又はその恐
れのあることが明らかな場合や経営革新計画が関係
法令違反又はその恐れがあることが明らかな場合は
承認をすることができません。

ウ　柔軟な連携体制で実施

   経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革
新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用する
ことが不可欠です。このため、中小企業単独のみな
らず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態
による取り組みを支援します。

エ　法律の適用範囲

    この法律の適用を受けるのは、中小企業者又は組合
等です。  
具体的には、【別表１】に掲げた業種毎に資本金基
準と従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば、
本法の対象となります。  
また、【別表２】に掲げた組合及び連合会も中小企
業者に該当し、本法の対象となります。 

【別表１】 中小企業者として本法の対象となる会社
及び個人の基準  
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主たる事業
を営んでい

る業種

資本金
基準  

（資本
の額又
は出資
の総
額）

従業員
基準  

（常時
使用す
る従業
員の
数）

製造業、建
設業、運輸
業その他の

業種  
（下記以
外）   

ゴム製品
製造業  
（自動車
又は航空
機用タイ
ヤ及び
チューブ
製造業並
びに工業
用ベルト
製造業を
除く）

３億円
以下  
   
  
 

３億
円以
下

３００
人以
下  
   
  
 

９０
０人
以下

卸売業 １億円
以下

１００
人以下

サービス業
（下記以
外）  
  
ソフトウ
エア業又
は情報処
理サービ
ス業
旅館業

５千万
円以
下  
  

３億
円以
下

５千
万円
以下

１００
人以
下  
  
３０
０人
以下
２０
０人
以下

小売業 ５千万
円以下

５０人
以下
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

（注） 常時使用する従業員には、事業主、法人の役
員、臨時の従業員を含みません。  
  

【別表２】 中小企業者としての本法の対象となる組
合及び連合会  
  

組合及び連合会 中小企業者
となる要件

事業協同組合、
事業協同小組
合、協同組合連
合会、水産加工
業協同組合、水
産加工業協同組
合連合会、商工
組合、商工組合
連合会、商店街
振興組合、商店
街振興組合連合
会

特になし

環境衛生同業組
合、環境衛生同
業小組合、環境
衛生同業組合連
合会、酒造組
合、酒造組合連
合会、酒造組合
中央会、酒販組
合、酒販組合連
合会、酒販組合
中央会、内航海
運組合、内航海
運組合連合会

直接又は間
接の構成員
2/3以上が中
小企業者で
あること

（注） 

1.  企業組合及び協業組合も中小企業者として本法
の対象となります。 
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2.  社団法人は、中小企業者には該当しませんが、
民法第３４条の規定により設立された社団法人
のうち、その直接又は間接の構成員の2/3以上
が中小企業者であるものについては、本法の対
象として含めることとしています。本法では、
この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者
とあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととして
います。 
  

オ　経営目標の設定 

   本法では、事業者の経営努力を促すため、経営の向
上に関する目標を設定していただきます。そして、
計画を承認した行政側も、事業計画の実現を支援す
るため、計画期間中にアドバイス等を行い、フォ
ローアップを実施します。 

(ｱ)　経営革新計画の計画期間について

承認の対象となる経営革新計画の計画期
間は３年間から５年間です。

(ｲ)　経営目標について

  

 １．　付加価値額　＝　営業
利益＋人件費＋減価償却費 

 ２．　一人当たりの付加価値
額　＝　付加価値額　／　従
業員数

   経営革新計画として承認されるために
は、上記いずれかの指標について、５年
間の計画の場合、計画期間である５年後
までの目標伸び率が１５％以上であるこ
とが必要です。また、計画期間が３年間
の場合は９％以上の目標伸び率が、４年
間の場合は１２％以上の目標伸び率が必
要です。  
　なお、グループによる申請について
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

は、承認の判断にあたって、グループ全
体を合算した経営指標を用いることがで
きます。

(3) 支援の受け方及び支援策について

   まず、【別表３】の手続きに従い、「経営革新計画」を作成
し、大阪府知事、あるいは、国の各地方機関、本省等に提出し、
承認を受けた場合、計画期間中、以下の支援措置を利用すること
が可能となります。 

【別表３】 計画の承認手続き（流れ図） 

経営革新計画の承認を受けるためには、以下のよう
な手続きが必要です。

（１） 大阪府担当部局等への問い合わせ 

          ※ 来庁されてのご相談
の場合、事前に担当者と日時
の調整をお願いします。

連絡
先

大阪府商工労働部商
工振興室経営支援課
経営革新グループ 

TEL  ０
６－６
９４１
－０３
５１(内
線２６
６５）

●     対象者の要件、経営革新計画の内
容、申請手続き、申請窓口、支援
措置の内容等、ご相談ください。
なお、案件によっては、都道府県
ではなく、国の地方機関等、ある
いは本省が窓口になることもあり
ますので、まずは、その点をご確
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

認ください。 

（２） 必要書類の作
成、準備

●     計画承認申請書（大阪府担当部
局、国の地方機関等に用意してあ
ります。） 

●     申請書への記載（経営革新計画を
策定の上、申請様式に従って記載
してください。 

  

（３） 大阪府担当部
局、国への地方機関等へ
の申請書の提出

●     申請書提出は、案件によって決定
されます。 

●     本法に関連する債務保証、融資、
補助金等を利用する場合には、計
画申請と並行して当該関係機関と
密接な連絡をとることが適当で
す。 
（詳しくは、大阪府担当部局、国
の地方機関等にご相談くださ
い。） 

（４） 大阪府知事、国
の地方機関等の長の承認
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●     その後、支援機関等による審査を
経たうえで、助成措置等が決定さ
れます。 

●     計画開始後、フォローアップのた
めに、計画進捗状況調査等が行わ
れます。 

  

低利融資

 ◆ 中小企業経営革新等支援貸付（政府系金融機関）  
　  
  　　　（中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫）  
　　　　　●融資限度額・・・設備資金７．２億円（うち長期運転資金２．５
億円） 

　　　　（国民金融公庫）  
　　　　　●融資限度額・・・設備資金7,200万円（うち運転資金4,800万円）

　　　　  ◆ 先端産業育成特別融資（中小企業金融公庫） 

　　　　　●融資限度額・・・設備資金４億円

　　　  　◆  経営革新等支援資金融資（大阪府制度融資） 

　　　　　●融資限度額・・・有担保２億円（うち無担保・有保証人5,000万
円）

　　　　  ◆  中小企業事業拡張資金融資（大阪市制度融資） 

　　　　　●融資限度額・・・有担保6,500万円（うち無担保・有保証人5,000
万円）  
  

税制面での優遇措置
　　　　　　  
◆ 設備投資減税
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

　　　　　　　    取得価格の７％税額控除または30％の特別償却  
　　　　　　    　（リースの場合は、リース費用総額の60％相当額について７％税額控
除） 

◆ 欠損金の繰戻し還付 

   法人税法の課税所得計算の結果生じた欠損金について、その欠
損事業年度の青色申告書を提出した法人は、前１年以内に開始す
る事業年度に法人税の納付がある場合法人税を繰り戻し還付

◆ 試験研究関連税制 

   組合等が承認計画に従って実施する事業に係る試験研究に必要
な負担金を、構成員に賦課する場合、税制の優遇措置がありま
す。

◆ 特別土地保有税の非課税措置  
  

小規模企業者等設備導入資金助成法

◆ 設備資金の貸付割合の引上げ

　　　　　　　１／２から２／３に  
　　　　　　 

◆ 設備資金の貸付限度額の引上げ 

       4,000万円から6,000万円に 

   この他、中小企業投資育成株式会社の特例、経営革新のための新商品開発等
に対する補助、高度化融資などの支援制度があります。  
   なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた
後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります（上記の支援策の詳
しい内容については、大阪府商工労働部商工振興室経営支援課経営革新グルー
プまでお問い合わせください）。  
  

３.大阪府における承認状況 

　平成12年９月末現在の大阪府における承認件数は237件（承認企業をホーム
ページに掲載：経営支援課経営革新支援法のホームページへ）。全国レベルで
は、東京都の696件に次いで２番目に多い承認件数となっています（【別表
４】参照）。  
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経営革新事例１（事例紹介に先だって）

　その内容を業種別で見てみますと、約半数が製造業となっており、次いで
サービス業、卸売業の順となっております。  
次に、規模別で見てみますと、資本金別では、1,000万円以下の企業が約４割
を占めています。また、従業者数別では、20人以下の規模の企業が約半数と
なっております（【別表５】参照）。  
  

【別表４】 中小企業経営革新支援法実績表（平成１２年
９月３０日現在）  
  

 申請
件数

承認
件数

組合
等  

（承
認件
数内
数）

任意
グ

ルー
プ  

（承
認件
数内
数）

国
（地
方局
含

む）

６ ５ ２ ３

北海
道 ４６ ４４ ２ １

青森
県 １４ １３ ０ ０

岩手
県 １２ １２ ０ ０

宮城
県 １２ １２ ０ ０

秋田
県 ２４ ２３ １ ０

山形
県 ２１ ２１ ０ ０

福島
県 １６ １３ ０ ０
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茨城
県 ２０ ２０ ０ ０

栃木
県 ３５ ３２ ０ １

群馬
県 ２６ ２５ ０ ０

埼玉
県

１２
２

１１
８ ０ １

千葉
県 ３６ ３３ ０ ０

東京
都

７８
０

６９
６ ０ ０

神奈
川県

１６
５

１５
８ ０ ０

新潟
県 ２７ ２７ ０ ０

長野
県 ７６ ７６ ０ ０

山梨
県 ４３ ３７ ０ ０

静岡
県 ９９ ８５ １ ０

愛知
県

１０
５

１０
４ ０ ２

岐阜
県 ４１ ３９ ０ １

三重
県 ３９ ３８ ０ ０

富山
県 ３８ ３８ ０ ２

石川
県 ５５ ４６ １ １
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福井
県 ２６ ２４ ０ ０

滋賀
県 １０ ９ ０ ０

京都
府 ３５ ３２ ０ ０

大阪
府

２６
５

２３
７ ０ １

兵庫
県

１０
４

１０
２ １ １

奈良
県 １５ １４ １ ０

和歌
山県 ３４ ３０ ０ ０

広島
県

１４
８

１４
３ ２ １

岡山
県 ８２ ７８ １ ２

鳥取
県 １３ １１ ０ ０

島根
県 １８ １７ ０ ０

山口
県 ２７ ２４ ０ １

徳島
県 １０ １０ ０ ０

香川
県 ２６ ２６ ０ ２

愛媛
県 １８ １７ １ ０

高知
県 ２０ １７ ０ ２
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福岡
県 ６９ ６７ ０ ２

大分
県 ２１ １９ ０ ０

佐賀
県 １４ １３ １ ０

長崎
県 ４５ ４５ ３ ０

宮崎
県 １５ １５ １ ０

熊本
県 ２８ １０ ０ ０

鹿児
島県 ２１ ２１ ２ ０

沖縄
県 ７ ７ ０ ０

合計
２，
９２
９

２，
７０
３

２０ ２４

【別表５】 経営革新計画承認企業内訳（平成１２年９月末現在） 

業種別  
  

企業
数

構成比
（％）

製造業 １１
７ ４９．４

サービ
ス業 ５５ ２３．２

卸売業 ２４ １０．１

小売業 １９ ８．０
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建設業 １５ ６．３

運輸業 ６ ２．５

飲食業 １ ０．４

合計 ２３
７ １００．０

資本金別  
  

企業
数

構成比
（％）

１千万
円以下

１０
２ ４３．０

１千万
円超 

～ ５千
万円以

下

１１
２ ４７．３

５千万
円超 

～ １億
円以下

１５ ６．３

１億円
超    ～ 
３億円
以下

５ ２．１

３億円
超 ３ １．３

合計 ２３
７ １００．０

従業者別  
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 企業
数 構成比（％）

  ２０
人以下

１２
０ ５０．６

  ２１
人 ～   
５０人

５５ ２３．２

  ５１
人 ～ 
１００

人
３３ １３．９

１０１
人 ～ 
３００

人
２４ １０．１

３０１
人以上 ５ ２．１

合計 ２３
７ １００．０

会社形態別  
  

 企業数 構成比（％）
株式会

社 ２２２ ９３．７

有限会
社 １２ ５．１

個人経
営 ３ １．３

合計 ２３７ １００．０

地域別  
  

 企業数 構成比（％）
大阪市 １４５ ６１．２
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東大阪
市 １７ ７．２

八尾市 ９ ３．８
茨木市 ６ ２．５
貝塚市 ６ ２．５
堺市 ６ ２．５

高槻市 ４ １．７
豊中市 ４ １．７
和泉市 ４ １．７
寝屋川

市 ３ １．３

守口市 ３ １．３
河内長
野市 ３ １．３

枚方市 ３ １．３
岸和田

市 ３ １．３

その他 ２１ ８．９
合計 ２３７ １００．０

 
４．おわりに 

　大阪の活力の源泉であります中小企業の皆様の積極的な経営革新により、大
阪経済全体の活力ある発展を牽引していくことが期待されております。府内産
業の大部分を占める既存中小企業の経営革新による活性化が、大阪産業の再生
の鍵を握っているといっても過言ではありません。  
　今後、ご紹介いたします企業は、経営革新により企業の発展、ひいては、大
阪産業の活性化に寄与する可能性があるものばかりでございます。日々経営に
お悩みの企業、中小企業の皆様にとって、本連載が、少しでもお役に立てれば
幸いでございます。  
　大阪府においても、より一層中小企業の皆様の経営革新の取り組みを推進す
るため、「大阪産業再生プログラム（案）」におきまして、「中小企業の活力
再生」を主軸の一つとし、中小企業経営革新支援法関連施策の充実や大阪府中
小企業支援センターのワンストップ体制の充実・強化等に努めてまいることに
しております。今後とも、府政に対するご支援、ご協力をよろしくお願いしま
す。
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